
国立大学法人電気通信大学永年勤続者表彰規程 

 

制定 昭和37年11月1日 

最終改正 令和4年10月12日規程第56号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人電気通信大学就業規則第３６条第２項に基づき、職員の

永年勤続表彰について必要な事項を定めるものとする。 

 （表彰を受ける者） 

第２条 永年勤続の表彰（以下「表彰」という。）は、国立大学法人電気通信大学（以下「本

学」という。）の職員であって、次の各号の一に該当し、かつ、勤務成績が良好である者

について行う。 

一 勤労感謝の日において、本学職員及び他の国立大学法人、国又は地方公共団体、独立

行政法人（以下「国立大学法人等」という。）の職員としての在職期間（以下「勤続期

間」という。）が２０年以上である者 

二 退職（死亡による退職を含む。以下同じ。）の日において、勤続期間が３０年以上で

ある者 

三 退職の日において、前号に掲げる者と同等程度の勤続期間を有し、表彰するに足りる

特別の事情があると認められる者 

 （表彰の制限） 

第３条 表彰は、１人の職員について１回とする。ただし、前条第１号に該当して表彰され

た者が、同条第２号又は第３号に該当することとなった場合においては、この限りでな

い。 

２ 本学以外の国立大学法人等において、既に前条第１号又は第２号に準ずる表彰を受け

ている場合は、当該各号に掲げる本学における表彰を受けた者とみなす。 

 （表彰状の授与） 

第４条 表彰は、学長が表彰状（別紙様式）を授与することによって行う。 

２ 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。 

 （表彰の日） 

第５条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。 

一 第２条第１号に該当する者 勤労感謝の日 

二 第２条第２号又は第３号に該当する者 退職の日 

 （勤続期間の計算） 

第６条 勤続期間の計算は、職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月

数による。 

 （勤続期間の除算） 

第７条 次の各号に掲げる期間は、勤続期間から除算する。 

一 休職の期間（業務上の負傷又は疾病による休職の期間、国立大学法人電気通信大学職

員の休職及び復職に関する規程第２条第１項第３号及び第４号に掲げる事由による休

職の期間を除く。） 

二 懲戒処分により減給、出勤停止又は停職された期間 



第８条 削除 

 （リフレッシュ休暇） 

第９条 第２条第１号に該当する職員は、心身のリフレッシュを図るため、別に定める特別

休暇を取得することができる。 

 （雑則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、昭和３７年１１月１日から施行する。 

２ 昭和１７年４月１日から昭和２３年８月１日までの期間に本学前身学校の職員となつ

た者については、第７条第１号の「文部科学省又は国公立学校の職員」を「逓信省、運輸

通信省、通信院、内閣逓信院、電波監理委員会又は国公立学校の職員」と読み替えるもの

とする。 

   附 則 （平成10年11月26日） 

 この規則は、平成１０年１１月２６日から施行する。 

   附 則 （平成16年4月1日規程第36号） 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 （平成23年2月15日規程第120号） 

 この規程は、平成２３年２月１５日から施行する。 

   附 則 （平成24年5月22日規程第18号） 

 この規程は、平成２４年５月２２日から施行する。 

   附 則 （令和3年9月13日規程第10号） 

１ この規程は、令和３年９月１３日から施行する。 

２ この規程の施行による改正後の第２条第１号の規定は、令和３年１１月２３日におい

て勤続期間が２１年以上である教育研究職員については適用しない。この場合において、

当該規定を適用しないこととなる教育研究職員のうち、本学に引き続き在職した期間が

２０年以上である者については、同条第３号に該当するものとみなす。 

   附 則 （令和4年10月12日規程第56号） 

 この規程は、令和４年１０月１２日から施行する。 
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